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応募方法及び応募先・・・下記、いずれかの方法でご応募下さい。
⑴付属の｢専用はがき｣に氏名等の必要事項及び税に関する絵を描い
て学校へ提出（当会にて学校へ回収に伺います。）

⑵付属の｢専用はがき｣に氏名等の必要事項、及び税に関する絵を描いて
直接当法人会に郵送する。（恐れ入りますが52円切手を貼って下さい。）

⑶官製はがきに、氏名等の必要事項、及び税に関する絵を描いて直接当
法人会に郵送する。（宛先面に必ず氏名等の必要事項をご記入下さい。）

　また、描画素材は問いません。文字や標語などの描きいれも可とします。
但し、手書きに限ります。（パソコンによる作成は不可と致します。）

応募者の個人情報は入選者等への連絡や表彰状の送付、展示など
「税に関する絵はがきコンクール」事業の実施のためにのみ使用します。

応募作品及び応募者氏名は、法人会ホームページ、パンフレット、
ポスター等へ掲載することがあります。また、ポスターは法人会が
関係するイベント等で展示することがあります。

応募作品に関する権利は、ご応募と同時に主催者側に帰属致します。

公益社団法人

国税庁／藤枝市教育委員会／焼津市教育委員会

２7 30 ㈬応募者全員に
差し上げます！

参加賞

受賞者には
図書カードを
差し上げます。

※画像はイメージです

SAMPLE

公益社団法人 藤枝法人会

52

　法人会は税のオピニオンリーダーとして公平で健全な税制の実現や
税の啓発・租税教育活動を積極的にすすめる82万社の経営者の団体
です。また、会員の研さんを支援する各種の研修会やボランティアなど
地域に密着した活動を行い地域社会の
お役に立っています。




